
静岡県ＩＣＴエキスパート派遣事業実施要綱

第１ 趣旨

この要綱は、静岡県が実施するＩＣＴエキスパート派遣事業（以下「本事

業」という。）を実施するために必要な事項を定めるものである。

第２ 事業目的

本事業は、情報通信技術・データ（以下「ＩＣＴ等」という。）を行政及び地

域において利活用することより、行政サービスの向上や行政事務の改善、豊

かで快適な質の高い地域社会の実現に資することを目的とする。

第３ 事業内容

(1) 本事業は、次の各号に定める静岡県内にある団体等（以下「団体等」と

いう。）が行うＩＣＴ等を利活用する取組（以下「取組」という。）に対し、第

13 に定めるＩＣＴエキスパートを派遣し、専門的なコーディネート、アド

バイス等を行う。

ア 市町

イ 市町教育委員会

ウ 商工会議所又は商工会議所連合会

エ 商工会又は商工会連合会

オ 農業協同組合又は農業協同組合中央会若しくは農業協同組合連合会

カ 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会

キ 公益社団法人又は一般社団法人

ク 公益財団法人又は一般財団法人

ケ 特定非営利活動法人

コ その他静岡県企画部デジタル戦略課長（以下、「県」という。）が適

当と認める団体

(2) 前項の規定にかかわらず、市町の取組については、参加者が当該取組を実

施する市町の職員のみの場合は、本事業の対象外とする。

第４ 取組の計画

(1) ＩＣＴエキスパートの派遣を受けようとする団体等は、別に定める日ま

でに、県にＩＣＴエキスパート派遣事業取組実施計画書(様式第１号｡以下｢

計画書｣という。）を提出するものとする。

(2) 前項の計画を変更する必要が生じた場合には、速やかに県にＩＣＴエキス

パート派遣事業取組変更計画書（様式第１号）を提出するものとする。

第５ 派遣の申請

(1) ＩＣＴエキスパートの派遣を受けようとする団体等の代表者は、別に定



める日までに、ＩＣＴエキスパート派遣申請書(様式第２号)により県に申

請するものとする。

(2) 県は、本事業について、必要に応じ、団体等及びＩＣＴエキスパートに対

し､取組の実施状況等に関するヒアリング又は意見交換を実施することがで

きる。

第６ 派遣の決定及び通知

(1) 県は、計画書及びＩＣＴエキスパート派遣申請書に基づき派遣の可否を

審査し、適当であると判断した場合は、予算の範囲内でＩＣＴエキスパー

トの派遣を決定するものとする｡

(2) 県は、前項の規定によりＩＣＴエキスパートの派遣を決定したときは、Ｉ

ＣＴエキスパート派遣決定書（様式第３号）により、派遣を申請した団体等

に通知するものとする。派遣をしないことを決定したときは､別途通知する｡

(3) 県は、第１項の規定によりＩＣＴエキスパートの派遣を決定したときは、

ＩＣＴエキスパート派遣通知書（様式第４号）により、当該派遣に係るＩＣ

Ｔエキスパートに通知するものとする。

第７ 取組の変更

(1) ＩＣＴエキスパートの派遣が決定された取組の内容又は派遣されるＩＣ

Ｔエキスパートの変更を希望する団体等は、あらかじめＩＣＴエキスパート

派遣変更申請書(様式第２号)により県に申請し、承認を受けなければならな

い。なお、変更の申請が必要な場合については、別に定める。

(2) 県は、前項の規定により変更を承認したときは、ＩＣＴエキスパート派遣

変更決定書(様式第３号)により、団体等に通知するものとする。変更を承認

しないときは、別途通知する｡

(3) 県は、第１項の規定による変更の承認を行った場合には、ＩＣＴエキスパ

ート派遣変更通知書（様式第４号）により、当該変更に係るＩＣＴエキスパ

ートに通知するものとする｡

第８ 決定の取消し

(1) 県は、団体等が次のいずれかに該当すると認められる場合において、第

５(1)の申請の内容(第７第(1)の変更が生じた場合は、その変更後の内容）

の全部若しくは一部を取り消し、又は変更を指示することができる。

ア 団体等が、本要綱又はこれに基づく処分若しくは指示に違反した場合

イ 派遣の決定後に生じた事情の変更等により、本事業の全部又は一部を

実施する必要がなくなった場合

ウ 団体等が、取組に関して不正、怠慢その他の不適当な行為をした場合

(2) 県は、前項の規定により派遣内容の全部若しくは一部を取り消し､又は変

更する場合は、ＩＣＴエキスパート派遣決定取消通知書（様式第５号）によ



り団体等及び当該取消に係るＩＣＴエキスパートに通知するものとする。

第９ 派遣回数

各団体等における１年度当たりのＩＣＴエキスパートの派遣は、５回まで

とする。ただし、県が必要と認める場合は、この限りでない。

第10 実績の報告

(1) ＩＣＴエキスパートの派遣を受けた団体等は、取組実施日から起算して

15 日以内又は実施日の翌月５日のいずれか早い日までに、ＩＣＴエキスパ

ート派遣事業取組実施報告書（様式第６号）により、県に報告するものとす

る。

(2) 派遣されたＩＣＴエキスパートは、取組実施日から起算して 15 日以内又

は実施日の翌月５日のいずれか早い日までに、ＩＣＴエキスパート派遣事業

取組実績報告書（様式第７号）により、実施内容等について県に報告するも

のとする。

第11 費用の負担

(1) ＩＣＴエキスパートの派遣に要する費用は､原則として、県が負担するも

のとする。

(2) 前項の費用は、次のとおりとする。

ア 報償費 別に定める額とする。なお、報償費には、事前準備及び事後処

理の事務に対する報償を含むものとする｡

イ 旅費 「特別職の職員当の給与等に関する条例の運用について（通知）

（昭和46年８月30日付け人第106号）」別表第２に掲げる基準により別に

定める額とする。

(3) 国家公務員、地方公務員又はそれらに準ずる者については、第11(2)の規

定にかかわらず第11(2)イの旅費のみを支払うものとする。

第12 費用の支払

県は、ＩＣＴエキスパートの派遣を受けた団体等から第10の規定により報

告書の提出があったときは、速やかに第11に規定する費用を当該派遣に係る

ＩＣＴエキスパートに支払うものとする。

第13 ＩＣＴエキスパートの定義

ＩＣＴエキスパートは、次の各号に掲げるＩＣＴ及びその利活用等に係る

知識及び経験が豊富にあり、第14で登録された者とする。

(1) スマートデバイス

(2) ＩｏＴ

(3) 超高速ブロードバンド



(4) ビッグデータ

(5) クラウドコンピューティング

(6) ブロックチェーン

(7) ＡＩ（人工知能）

(8) 音声等認識技術

(9) マイナンバーカード

(10) 仮想現実(ＶＲ)・拡張現実（ＡＲ）

(11) オープンデータ

(12) その他第２に定める目的に資するＩＣＴ

第14 ＩＣＴエキスパートの登録

(1) 県は、ＩＣＴエキスパートを公募の方法により募集し、登録するものと

する。

(2) ＩＣＴエキスパートの登録を受けようとする者は、ＩＣＴエキスパート登

録申請書（様式第８号）を県に提出するものとする。

(3) 登録に当たっては、第３(1)の各号で定める団体等の推薦を必要とするも

のとする。

(4) 県は、ＩＣＴエキスパート登録申請書に基づき登録の可否を審査し、その

結果について別途通知する。

第15 ＩＣＴエキスパートの登録期間及び期間の延長

(1) ＩＣＴエキスパートの登録期間は、登録した日から、登録した日が属す

る年度の３月31日までとする。

(2) 登録された者のうち､翌年度の３月31日まで登録期間の延長を希望する者

は､別に定める日までに､登録継続意向確認書(様式第９号)を県に提出し、県

による登録継続の承認を受けるものとする。なお、継続の回数に限度は設け

ない。

第16 ＩＣＴエキスパートの禁止行為等

ＩＣＴエキスパートの禁止行為等については、別に定める。

第17 ＩＣＴエキスパートの登録取消し

県は、ＩＣＴエキスパートが次の各号のいずれかに該当することとなった

ときは、その登録を取り消すものとする｡

(1) 第16の禁止行為等に違反したとき(違反の程度及び本事業に及ぼす影響の

度合が軽微であると県が認める場合を除く。）

(2) 正当な理由なくその業務に応じないとき｡

(3) その業務を遂行することが困難であると認められたとき。

(4) 県からの信頼を著しく損ねることとなったとき。



(5) 本人から登録取消しの申出があったとき｡

(6) 死亡したとき。

(7) その他登録を取り消すべき事情が生じたと県が認めるとき。

第18 本事業に関する事務等

(1) 本事業に関する事務については、デジタル戦略課が所管する。

(2) この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に

定める。

附 則

この要綱は、平成19年４月６日から施行する。

この要綱は、平成19年９月５日から施行する。

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。

この要綱は、平成23年４月22日から施行する。

この要綱は、平成29年３月９日から施行する。

この要綱は、平成29年８月１日から施行する。

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。

この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。

この要綱は、令和元年７月１日から施行する。

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。

この改正前に従前の様式により取り扱ったものは、改正後の相当の様式により

取り扱ったものとみなす。


